
品川区障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱 

制定 昭和５２年１０月１８日 区長決定 

改正 昭和６０年４月     要綱第138号 

改正 昭和６２年１１月    要綱第70号 

改正 平成９年１月      要綱第10号 

改正 平成１４年６月     要綱第100号 

改正 平成１６年３月     要綱第24号 

改正 平成１９年３月     要綱第59号 

改正 平成２４年５月     要綱第173号 

改正 平成２６年４月１日   要綱第57号 

改正 平成２７年１２月２８日 区長決定 要綱第538号 

改正 平成３０年１２月２５日 区長決定 要綱第8号 

改正 平成３１年４月１日  部長決定 要綱第169号 

改正 令和２年１２月１０日 部長決定 要綱第210号 

改正 令和３年３月２６日   部長決定 要綱第58号 

（目的） 

第１条 この要綱は、品川区障害者地域生活支援事業実施要綱（平成１８年１０月要綱第１４３

号）に定めるほか、障害者が道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第８４条第３項に規定

する自動車運転免許を取得するときまたは道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０

号）第１８条の５に規定する総排気量等の限定解除のときに要する経費の一部を助成すること

により、もって障害者の日常生活の利便および生活圏の拡大を図り、その福祉の増進に資する

ことを目的とする。 

（助成対象者） 

第２条 この要綱による助成の対象とする者は、次に掲げる各号の要件（以下「資格要件」とい

う）に該当するものとする。 

（１）障害の程度が３級以上の身体障害者手帳または４度以上の愛の手帳の交付を受けている

者であって、道路交通法施行規則第２３条に規定する適性試験に合格したものであること。
























